
行政書士法人メイガス国際法務事務所 感染症対策規程 

 

（趣旨） 

第１条 行政書士法人メイガス国際法務事務所における感染症対策については、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づくもののほか、この規程の定

めるところによる。 

 

（受診及び報告等） 

第 2 条 感染症の患者である職員又はその疑いがある職員は、速やかに医師の診断を受ける

ものとする。 

２ 前項の職員は、診断の結果感染症であるとされたときは、直ちにその旨を上級者に報告

するものとする。 

 

（代表社員への通報） 

第 3 条 前条に基づく報告を受けた上級者は、発生した感染症が他の職員及び拠点内に蔓延

するおそれがあると認める場合には、直ちに代表社員に通報しなければならない。 

２ 前項に規定により通報した上級者は、その後の経過を遅滞なく代表社員に通報しなけれ

ばならない。 

 

(臨時の健康診断等の実施) 

第 4 条 代表社員は、感染症の流行、感染状況等を考慮し、臨時の健康診断及び予防接種の

推奨、予防措置の指導、在宅勤務命令、時差通勤命令等、その他感染症の蔓延を防止するた

めに必要な措置を行うことができる。 


